
 

要件 内容 

■龍郷町企業立地促進補助金 

<対象業種> 

 ・製造業 

 

<交付要件> 

 ・用地取得後２年以内に操業開始 

・設備投資額が2,000万円以上 

 ・操業開始後１年以内に新規地元雇用者数が５人を超えること 

 ・町との立地協定の締結 

 

 

 

【補助額】 

 用地取得費×最大10％ 

 新規地元雇用者数×10万円 

 ※ 地元雇用者数：町内居住者又は雇用１年以内に町内に居住すること 

になった者 

 

【限度額】 

 合計1,000万円 

 

 

 

 

 

 

 


